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秋田市社会福祉審議会運営要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、秋田市社会福祉審議会条例（平成12年秋田市条例第

９号。以下「条例」という。）の規定に基づき、秋田市社会福祉審議会

（以下「審議会」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものと

する。

（副委員長の指名等）

第２条 審議会に委員長の指名による副委員長１人を置く。

２ 副委員長は、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

３ 委員長および副委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する

委員がその職務を代理する。

（専門分科会）

第３条 審議会に児童専門分科会、障がい者専門分科会、高齢者専門分科

会、民生委員審査専門分科会、地域福祉専門分科会を置く。専門分科会

においては、次の各号に定める事項を調査審議する。

(1) 児童専門分科会

児童および母子の保健福祉に関する事項

(2) 障がい者専門分科会

障がい者（児）の保健福祉に関する事項

(3) 高齢者専門分科会

高齢者の保健福祉に関する事項

(4) 民生委員審査専門分科会

民生委員の適否の審査に関する事項

(5) 地域福祉専門分科会

地域福祉の推進に関する事項

２ 前項に掲げる専門分科会の決議は、これをもって審議会の決議とする。

ただし、民生委員審査専門分科会を除く専門分科会にあっては、重要ま

たは異例な事項についてはこの限りでない。

３ 第２条の規定は、専門分科会においてこれを準用する。
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（審査部会）

第４条 身体障がい者の障害程度等の審査に関する調査審議のため、障が

い者専門分科会に審査部会を設置する。

２ 審査部会に属すべき委員および臨時委員は、障がい者専門分科会に属

する医師たる委員および臨時委員のうちから、委員長が指名する。

３ 審議会は、身体障害者福祉法施行令（昭和25年政令第78号。以下

「令」という。）第５条第１項に基づき諮問されたとき、ならびに身体

障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第２項および令第３条第

３項ならびに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成17年法律第123号）第59条第１項に規定する指定自立支援医療

機関の指定等についての意見を求められたときは、審査部会の決議をも

って審議会の決議とすることができる。

（部会）

第５条 審議会が必要と認めるときは、審査部会のほかに、専門分科会に

部会を設置することができる。

２ 部会（審査部会を含む。以下同じ。）に委員の互選による部会長１人

を置き、副部会長の指名等については、第２条の規定を準用する。

３ 部会長は、部会の事務を掌理する。

４ この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会

長が部会に諮って定める。

（会議）

第６条 専門分科会および部会の会議については、条例第５条の規定を準

用する。

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる専門分科会および部会の専門分

科会長および部会長は、緊急その他やむを得ない事情のある場合は、文

書その他の方法により、会議の議事を行うことができる。

(1) 民生委員審査専門分科会

(2) 審査部会

（任期）

第７条 臨時委員の任期については、委員長が定める。
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（庶務）

第８条 審議会の庶務は、福祉保健部福祉総務課において処理する。なお、

専門分科会および部会の庶務は、委員長が定める。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

委員長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成12年５月９日から施行する。

（秋田市社会福祉審議会運営要綱の廃止）

２ 秋田市社会福祉審議会運営要綱（平成９年５月９日審議会決議）は、

廃止する。

附 則

この要綱は、平成13年５月22日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年５月19日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年５月30日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年５月９日から施行する。


